
�愛媛県告示第１５７１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、北宇和郡広見町奈良及び内深田地域に係る県営土地

改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により、次の

とおり当該土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成１６年７月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ふるさと農道緊急整備事業・奈良地

区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１６年７月２１日から８月１７日まで

３ 縦覧場所

広見町役場

�������
�愛媛県告示第１５７２号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１６年７月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

八幡浜市

八幡浜市北浜一丁目１番１号

代表者 市長 高橋英吾

八幡浜市１５５７番地の１

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

八幡浜市大島字本浦２番耕地１１９番から同市大島字

キシカウラ２番耕地１１７番１に至る地先公有水面

イ 区域

次の�点から�点までを順次直線で結んだ線並びに
�点と�点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ
．＋２．３０メートル）の陸と公有水面との接する線によ

り囲まれた区域

基点（八幡浜市大島字本浦３番耕地３６４番の大島漁

港第１５物揚場に設置された金属鋲ＨＴ１）は、北緯３３

度２３分１５秒、東経１３２度２０分３０秒の地点

�点は、基点から真北１９１度０３分４４秒２１０．１５メート
ルの地点

�点は、�点から真北１６度４７分０３秒１２．２２メートル
の地点

�点は、�点から真北５６度１１分０７秒８．２９メートルの
地点

�点は、�点から真北１０７度０９分５７秒７．７５メートル
の地点

�点は、�点から真北１９７度０９分５７秒０．２０メートル
の地点

�点は、�点から真北１０７度０９分５７秒０．５０メートル
の地点

�点は、�点から真北１７度０９分５７秒０．２０メートルの
地点

	点は、�点から真北１０７度０９分５７秒１６．５０メート
ルの地点


点は、	点から真北１９７度０９分５７秒０．２０メートル
の地点

�点は、
点から真北１０７度０９分５７秒０．５０メートル
の地点

�点は、�点から真北１７度０９分５７秒０．２０メートルの
地点

点は、�点から真北１０７度０９分５７秒１９．８５メート
ルの地点

�点は、点から真北２３０度１１分０９秒４１．１７メート
ルの地点

ウ 面積

１，０７８．７４平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

八幡浜市大島字本浦２番耕地８５番２から同市大島字

キジカ浦２番耕地１２１番に至る地先公有水面及び陸域

イ 区域

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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次のＡ点からＲ点までを順次直線で結んだ線及びＲ

点とＡ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（八幡浜市大島字本浦３番耕地３６４番の大島漁

港第１５物揚場に設置された金属鋲ＨＴ１）は、北緯３３

度２３分１５秒、東経１３２度２０分３０秒の地点

Ａ点は、基点から真北２１０度２３分５６秒２０１．２７メート

ルの地点

Ｂ点は、Ａ点から真北２９度２２分５４秒８７．１０メートル

の地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北５９度５２分４７秒１１６．３５メートル

の地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北９８度２３分０２秒１１４．５７メートル

の地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北１７０度５０分３８秒２５４．８４メート

ルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北２６０度５３分２４秒２０１．１８メート

ルの地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北３１８度１１分５８秒３５．６６メート

ルの地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北１６度５１分５２秒６２．４５メートル

の地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北３４３度０５分３４秒１９．８０メート

ルの地点

Ｊ点は、Ｉ点から真北３２２度１７分２０秒３０．２９メート

ルの地点

Ｋ点は、Ｊ点から真北２９９度３４分５８秒８．５５メートル

の地点

Ｌ点は、Ｋ点から真北１７度５２分３５秒１１．７７メートル

の地点

Ｍ点は、Ｌ点から真北２８７度３５分１９秒４．０７メートル

の地点

Ｎ点は、Ｍ点から真北１９７度１７分３２秒１４．７３メート

ルの地点

Ｏ点は、Ｎ点から真北３０６度１４分１４秒１９．４２メート

ルの地点

Ｐ点は、Ｏ点から真北３１０度０４分００秒１０．５７メート

ルの地点

Ｑ点は、Ｐ点から真北２４５度０６分５４秒１．６０メートル

の地点

Ｒ点は、Ｑ点から真北２１７度２１分５０秒４．３９メートル

の地点

ウ 面積

６０，１８５．０６平方メートル

３ 埋立地の用途

漁港施設用地

４ 埋立免許年月日

平成１６年７月１２日

�������
�愛媛県告示第１５７３号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１６年７月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

伊方町

西宇和郡伊方町湊浦１９９３番地の１

代表者 町長 中元清吉

西宇和郡伊方町仁田之浜１２５０番地の１

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

西宇和郡伊方町ニ見字田ノ浦甲３０８３番から同甲３１０８

番までの地先公有水面

イ 区域

次の１点から１６点までを順次直線で結んだ線及び１６

点と１点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（西宇和郡伊方町ニ見字田ノ浦甲３１０３番地先の

Ｂ護岸上に設置された金属鋲）は、北緯３３度２７分４０秒

、東経１３２度１７分１２秒の地点

１点は、基点から真北３５６度３３分２７秒４１．３４メート

ルの地点

２点は、１点から真北１２６度５５分４０秒２３．４０メート

ルの地点

３点は、２点から真北２１６度５５分４０秒２．００メートル

の地点

４点は、３点から真北１２６度５５分４０秒８．２０メートル

の地点

５点は、４点から真北３６度５５分４０秒２．００メートルの

地点

６点は、５点から真北１２６度５５分４０秒３．４０メートル

の地点

７点は、６点から真北２１６度５５分４０秒１３．８０メート

ルの地点

８点は、７点から真北１２６度５５分４０秒２０．００メート

ルの地点

９点は、８点から真北２１６度５５分４０秒９．６７メートル

の地点

１０点は、９点から真北３２１度１２分２３秒２２．９４メート

ルの地点

１１点は、１０点から真北２３９度４０分４１秒１０．７２メート

ルの地点

１２点は、１１点から真北３２６度２９分２９秒７．８８メートル

の地点

１３点は、１２点から真北３２２度０４分０３秒８．７４メートル

の地点

１４点は、１３点から真北３２１度２４分３０秒１３．１１メート

ルの地点

１５点は、１４点から真北２３８度０２分０９秒１．４７メートル

の地点

１６点は、１５点から真北３２２度５０分５１秒４．８７メートル

の地点

ウ 面積

９８１．８９平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

愛 媛 県 報平成１６年７月２０日 第１５７６号

７９４
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西宇和郡伊方町ニ見字田ノ浦甲２８４７番から同甲３１０５

番までの地先公有水面及び陸域

イ 区域

次のＡ点からＨ点までを順次直線で結んだ線及びＨ

点とＡ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（西宇和郡伊方町ニ見字田ノ浦甲３１０３番地先の

Ｂ護岸上に設置された金属鋲）は、北緯３３度２７分４０秒

、東経１３２度１７分１２秒の地点

Ａ点は、基点から真北３２３度２２分１６秒１２．８３メート

ルの地点

Ｂ点は、Ａ点から真北３２２度１４分０５秒４８．４５メート

ルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北４４度４６分１２秒１６０．１７メートル

の地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北１４３度０６分５５秒８４．８３メート

ルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北２１７度１０分３４秒１２４．０３メート

ルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北２２６度３５分２４秒１１．７５メート

ルの地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北２３４度１８分２８秒２９．３９メート

ルの地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北３３１度４７分０７秒１９．３７メート

ルの地点

ウ 面積

１４，９６７．２６平方メートル

３ 埋立地の用途

漁港施設用地

４ 埋立免許年月日

平成１６年７月１２日
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�愛媛県告示第１５７５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１６年７月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

北条市辻字南三島地９１３番１

２ 申請人の住所氏名

北条市辻９４２番地

新居 敏正

３ 図面省略

公 告

�公 告

平成１５年度社団法人全国公営住宅火災共済機構の経営

状況の公表について

社団法人全国公営住宅火災共済機構理事長足立穎一郎から

�愛媛県告示第１５７４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年７月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６松局伊土検（開）第１７号

平成１６年７月６日
伊予郡松前町大字東古泉字四ツ黒８８番３

伊予郡松前町大字東古泉８９番地
三 好 一 孝

１６松局伊土検（開）第１８号

平成１６年７月６日
伊予郡松前町大字北川原字西開８４２番３

伊予郡松前町大字西高柳１００番地２
大 元 憲 司

１６松局伊土検（開）第１９号

平成１６年７月６日
伊予市下三谷字三反地２９６９番

今治市別名１２３番地１
隅 田 節 男

１６松局伊土検（開）第２０号

平成１６年７月６日
伊予郡松前町大字神崎字蔵ノ元１０３番６及び１０３番７

松山市小栗七丁目２番１４号
水 口 亮

１６松局伊土検（開）第２１号

平成１６年７月８日
伊予郡松前町大字大溝字叶田２９７番２

松山市余戸中三丁目１０番５号
田 中 秀 実

１６松局建（開）第７号

平成１６年７月８日

温泉郡川内町大字北方字田中甲３１３１番１、甲３１３１番２、甲３１３２番１
、甲３１３２番３、甲３１３２番４、甲３１４１番１及び甲３１４３番１

松山市藤原二丁目２番２０号
有限会社 ふくや商会
代表取締役 益 野 正 二

１６八局建第８２７号

平成１６年７月９日

西宇和郡保内町磯崎１９３２番１、１９３４番１、１９３７番１、１９３８番１、１９
５２番、２１５１番１及び２１８２番５

西宇和郡保内町宮内１番耕地２６０番地
保内町土地開発公社
理事長 二 宮 通 明

愛 媛 県 報平成１６年７月２０日 第１５７６号
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通知のあった平成１５年度社団法人全国公営住宅火災共済機構

の経営状況について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２６３条の２第３項の規定により、次のとおり公表する。

平成１６年７月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事業実績

加入都道府県市区町村会員数 １，２３６

加入戸数 ８７４，３３６戸

委託契約額 ５，９４９，５１２，７８５，０００円

火災共済掛金 １，１４５，９５２，６８５円

被災戸数 ３９６戸

火災共済給付金 ３９８，２５１，４２７円

復興建築助成戸数 ２０５戸

復興建築助成金 ７３，２７１，５８９円

住宅防火施設整備補助会員数 ６６

住宅防火施設整備補助金 ２７，６６５，４００円

住宅災害見舞戸数 ８２３戸

住宅災害見舞金 １７，３８６，０００円

２ 収支計算

� 収 入

火災共済掛金収入 １，１４５，９５２，６８５円

建物管理の部収入 ４７，７７１，９６２円

その他の収入 ３８５，０３６，７５８円

当期収入合計� １，５７８，７６１，４０５円

前期繰越収支差額 ６０，８６８，２０５円

収入合計� １，６３９，６２９，６１０円

� 支 出

事業費 ６６８，２８２，６９１円

管理費 ２８４，４２３，１９６円

建物管理費 ２１，６４８，０２６円

特定預金等支出 ６００，２１１，４４９円

当期支出合計� １，５７４，５６５，３６２円

当期収支差額�－� ４，１９６，０４３円

次期繰越収支差額�－� ６５，０６４，２４８円

�������
�公 告

愛媛県介護支援専門員実務研修受講試験の実施につい

て

介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３５条の２第

１項に規定する平成１６年度愛媛県介護支援専門員実務研修受

講試験を次のとおり実施する。

平成１６年７月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の日時

平成１６年１０月２４日（日）午前１０時

２ 試験の場所

次に掲げる場所のうちから、受験者ごとに指定する。

� 松山市文京町４番地２ 松山大学

� 松山市久万ノ台１１２番地 愛媛県立松山盲学校

３ 受験申込書の提出期間

平成１６年８月１６日（月）から２７日（金）まで。ただし、

郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付

ける。

４ 受験申込書の請求先

� 愛媛県保健福祉部生きがい推進局長寿介護課

� 各地方局総務福祉部地域福祉課

５ 受験申込書の提出先

〒７９０―８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県保健福祉部生きがい推進局長寿介護課

電話番号 ０８９―９１２―２４３２

教育委員会告示

�愛媛県教育委員会告示第９号
愛媛県個人情報保護条例第２５条第１項の規定による口頭に

よる開示請求をすることができる個人情報（平成１４年３月愛

媛県教育委員会告示第３号）の一部を次のように改正し、告

示の日から施行する。

平成１６年７月２０日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

筆記試験の項目別得
点（一般教養及び教
職専門科目にあって
は、それぞれの得点
）、面接試験の得点、
学業成績等の得点及
び総合得点並びに総
合ランク

合格発表の日から
１月間

「

表中 を

」

第１次選考試験の筆
記試験の項目別得点
（一般教養及び教職
専門科目にあっては
、それぞれの得点）、
面接試験の得点、学
業成績等の得点及び
総合得点並びに総合
ランク（第１次選考
試験の不合格者に係
るものに限る。）

第１次選考試験の
合格発表の日から
１月間

第１次選考試験の筆
記試験の項目別得点
（一般教養及び教職
専門科目にあっては
、それぞれの得点）、
面接試験の得点及び
学業成績等の得点並
びに第２次選考試験
の得点、総合得点並
びに総合ランク

第２次選考試験の
合格発表の日から
１月間

「

に改める。

」

公営企業公告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１６年７月２０日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

１ 入札に付する事項

� 件名

医療機械の借入れ

� 借入物品名及び数量

愛媛県立病院医事システム三式（医事サーバ三式、病

歴管理サーバ二式、患者属性情報共有サーバ一式、クラ

イアント５３台、ページプリンタ７台、シリアルプリンタ

１６台、レセプト用プリンタ４台、エンボス３台、カード

リーダ３台、自動再来受付機３台、その他接続機器三式

、業務用ソフトウエア三式、据付け、調整等三式）

� 借入物品の内容等

愛 媛 県 報平成１６年７月２０日 第１５７６号
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入札説明書及び仕様書による。

� 借入期限

平成１６年１１月１日から平成１７年３月３１日まで

� 借入場所

愛媛県立三島病院

愛媛県立南宇和病院

愛媛県立新居浜病院

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とす

るので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成１６

年度及び平成１７年度の製造の請負等に係る一般競争入札に

参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該

当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 借入期限の開始までに確実に納入できる体制が整備さ

れていることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２７９４

� 入札書の受領期限

平成１６年８月３１日（火）午後２時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１６年８月３１日（火）午後２時

愛媛県公営企業管理局会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管

理規程第９号）第１７６条において例によることとされる

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条

から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した物品を納入できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関

し説明を求められた場合は、これに応じなければならな

い。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業

管理者が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計

規程第１７６条において例によることとされる愛媛県会計

規則第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の制

限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったもの

を落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the product to be leased：The
Account System for Medical Insurance Claim of Ehime
Prefectural Hospital，３ set

� Time limit of tender：２：００ p．m．，３１ August２００４
� For further information，please contact： Property
Management Section，General Affairs Division，Public
Enterprise Administration Bureau，Ehime Prefectural
Goverment，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime
７９０―８５７０ Japan
TEL０８９―９１２―２７９４
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